
北秋田市
企業版ふるさと納税

希望と誇りを持ち、安全安心に暮らし続けられる
まちづくりを目指します

企業版ふるさと納税は、国の認定を受けた
地方創生プロジェクトに対し、企業の皆様
が寄附を行った場合に、税制上の優遇措置
を受けられる制度です。

通常の損金算入による軽減効果（寄附額の約
３割）と合わせて、最大で寄附額の約９割が
軽減され、企業の実質的負担が１割です。

◇１回当たり１０万円以上の寄附が対象。

◇寄附を行うことの代償として経済的な利

益を受け取ることは禁止。

◇北秋田市に本社（地方税法における主た

る事務所または事業所）のある法人は対

象外。

企業版ふるさと納税とは 留意事項

制度の概要

TEL：0186-62-6606 FAX：0186-63-2586

E-mail：seisaku@city.kitaakita.akita.jp

北秋田市総務部総合政策課政策係

森吉山の樹氷

世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」

伊勢堂岱遺跡

損金算入による軽減効果

約３割

①法人住民税+②法人税（控除）

４割

③法人事業税（控除）

２割

企業負担

約１割

通常の寄附 企業版ふるさと納税を活用した寄附

軽減効果最大
約９割



ご支援をいただきたい地方創生に向けたプロジェクト
～ 第２期北秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略 ～

戦略１

産業振興による仕事づくり・稼ぐ地域づ
くり

戦略２

新たな人の流れをつくる移住・定住の促
進

戦略３

結婚・出産・子育てをかなえる切れ目の
ない支援の推進

戦略４

住み続けたい、安心を築く地域社会の形
成

①農業・畜産業の振興

②林業の振興

③商業の振興

④観光・レクリエーションの振興

⑤工業の振興

①移住定住の促進

②地域間交流の推進

①安心して結婚・出産・子育てできる環

境の充実

②男女共同参画社会の実現

①地域コミュニティの推進・地域自治の

体制確立

②学校教育の充実

③生涯学習の充実

④住環境の整備

⑤雪対策の充実

⑥公共交通の維持・確保

⑦地域防災体制の充実

⑧新しい生活様式への対応

＜地域の賑わいづくり＞＜友好の森事業＞

＜移住体験事業＞＜友好交流都市との交流＞

＜子育て支援事業＞

“ご支援をお願いします”

＜防災訓練＞

ご寄附に関する取扱につきましては表面のQRコードから参照できます


